
提出書類 取得先 備考

⑴ 事業実績報告書（様式第９号） 厚生労働省HP

助成事業者は交付申請書に記入した事業実施計画（導入機器の納品と支払、賃金引上げ（＊①））が完了したときは、当該事業完了
日から起算して１か月を経過する日又は翌年度４月１０日のいずれか早い日までの間に、事業実績報告書に⑵～⑼の書類を添えて、
労働局長に提出してください。「事業実績報告書（様式第９号）」の記入にあたっては「申請書等の記入例（PDF）」を参照してく
ださい。 （＊①賃金の支払日ではない）

⑵ 国庫補助金精算書（別紙１） 厚生労働省HP 「国庫補助金精算書（別紙１）」の記入にあたっては、「申請書等の記入例（PDF）」を参照してください。

⑶ 事業実施結果報告（別紙２） 厚生労働省HP

「事業実施結果報告（別紙２）」の記入にあたっては、「申請書等の記入例（PDF）」を参照してください。
３⑵イ「常時使用する労働者の賃金状況」には、報告書提出時点の労働者全員及び賃金引上げ後に退職した者について記載ください。
引上げ対象者の中に「月給者」や「日給者」が含まれる場合、時間換算額を記載し、その時間換算額の確認のために換算式及び事業
場の年間休日や労働日数、労働時間が分かる資料（会社カレンダー等）を提出してください。

⑷

賃金台帳（写）
（交付申請提出後から事業実績報告書提出までの
間に時間給または時間換算の賃金額を引き上げた
労働者のもの及び同期間に新たに雇い入れた労働
者のもの）

事業所管理
賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数の記載された賃金台帳（写）を提出してくださ
い。
交付申請時提出分の続きから、報告書提出時点までの分を提出ください。

⑸ 就業規則・意見書（写） 事業所管理

⑴今回作成（変更）したものを添付してください。（労働基準監督署の受理印があるもの）
⑵事業場内最低賃金の部分だけでなく、就業規則一式を添付してください。
⑶常時使用する労働者が10人未満で監督署に届け出ていない場合は、周知に関する申立書も必要です。
⑷常時使用する労働者が10人未満で就業規則を作成していない場合は、以下のものが必要です。
・就業規則に準ずるものとして、少なくとも「賃金引上げ後の事業場内最低賃金額」「賃金引上げ日」「作成者（事業場名）」

「作成年月日等」を記載した書面「（例示様式）最低賃金に関する規定」
・労働者からの意見書（例示様式）
・引き上げ後の事業場内最低賃金を労働者に周知していることが分かる資料（写真等）

⑹ 納品書等 事業所管理
導入した設備投資等の内容を証する書類〔契約書、納品書（納品日が確認できるもの）、保証書、車検証、工事完了報告書、コンサ
ルティング結果報告書など〕

⑺ 導入物の写真 事業所管理
⑴導入した物品の全体、型番が判別できるもの
⑵特殊車両の場合は、前後左右の全景及び８ナンバーが確認できるもの
⑶工事の場合は、工事前・工事後の比較写真

⑻ 経費の支出を証する書類 事業所管理
①請求書、②領収書等の写し、③振込記録が分かる書類。原則、振込払いです。なお、クレジットカード、小切手、約束手形（支払
手形）等による支払いの場合は、事業完了予定期日までに口座から引落されていることが必要となります。※振込手数料は助成対象
外です。

⑼ 支給申請書（様式第10号） 厚生労働省HP 支給申請書（様式第10号）の記入にあたっては、「申請書等の記入例（PDF）」を参照してください。

⑽ その他参考となる書類

新規採用、離職者について
（交付申請時に添付した以降に、新規採用又は離
職した者がいた場合）

事業所管理
⑴新規採用の場合は、労働者名簿（写）、労働条件通知書（写）を添付してください。
⑵離職の場合は、離職した者の氏名、離職日、離職理由、離職理由を示す書類〔退職届、離職票、労働者名簿、雇用保険被保険者資
格喪失確認通知書等のいずれか（写）〕

２ 事業実績報告時の必要書類一覧
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